
 

 

  
 

 

 

令和３年６月１日に改正食品衛生法が完全施行され、食品衛生法や食品表示法に違反又は

違反のおそれがある食品等の自主回収（リコール）を行った場合、管轄の自治体へ届出する

ことが義務化されました。消費者庁によると、令和７年３月末日時点で、食品表示法に関する

自主回収の届出数は6,319件でした。 

 このうち、アレルゲン表示に関する届出が約６０％で、その原因の多くはラベルの貼り間違い

によるものでした。また、業種別にみると、アレルゲン表示に関する届出が最も多かったの

はスーパー等の販売業でした。 

  

食品表示ミスは、消費者からの

信頼を失うだけでなく、健康被害

を招くおそれもあります。 

 特にアレルゲン表示の誤りや欠落

は「CLASSⅠ（喫食により直ちに 

消費者の生命又は身体に対する 

危害の発生の可能性が高いもの）」

に分類され、重大な事故の原因に  

なるおそれがあります。 

  

表示ミスの主な原因は「ヒューマン

エラー」です。今一度、表示ラベルに

関するルールを見直し、正しい食品

表示をしましょう。 

 

 

 

 

□ 詳細は２９ページ 第７ 食品の表示 を参照してください。 

トピックス 

１ 
食品表示の貼り間違いに注意しましょう 

消費者庁ホームページ 食品表示法に基づく自主回収の届出状況（R3.6.1-R７.3） より抜粋  

✔ 食品表示の取扱いは、ルールどおりにやっていますか？ 
✔ 現行のルールに問題はありませんか？ 
✔ ヒヤリハットを見逃していませんか？ 
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近年、催事等において一過性の大量注文に応じるため、生産能力以上の製造を行った

結果、衛生管理不備が生じたことが原因と推察される食中毒事例が発生しています。 

土用丑の日、クリスマス、節分等、食に関するイベントにより通常よりも多くの調理を行う

場合、忙しさ等から一般衛生管理がおろそかになりがちです。また、一時的に臨時の従業員

を雇用する場合、衛生教育が不十分になるおそれがあります。 

 大量注文が入った時には食中毒に注意し、平時から大量注文を想定した衛生管理を実施

しましょう。対応することが難しいと少しでも思ったら、注文を断りましょう。 

 

▶ 事例紹介 ◀ 

駅弁が原因となった広域食中毒 うなぎ弁当等が原因となった食中毒 

病因物質／セレウス菌・黄色ブドウ球菌 

発症人数／554 人（29 都道府県） 

原因食品／原因施設で製造された弁当 

行政処分／営業禁止 

 

 

▶普段の製造量を遥かに超える注文（通常の３倍程度）

を受注した。 

▶繁忙期に一部米飯を委託製造。委託米飯について 

受入れ時温度が適切に管理されていなかった。 

▶搬送容器を清潔区域に入れてしまった。 

▶臨時従業員を雇用していた。 

病因物質／黄色ブドウ球菌 

発症人数／162 名 

原因食品／飲食店で調理、販売された、うなぎ弁当、

うなぎかば焼き及びうな重 

行政処分／営業禁止（全部または一部） 

 

▶普段の製造量を遥かに超える注文（通常の 10 倍程度）

を製造した。 

▶手洗いが不十分で、素手で調理をしていた。 

▶一部の弁当は調理場の外（客席）で盛り付けしていた。 

▶臨時従業員を雇用していた。 

▶調理後長時間保管され、菌が増殖した可能性。 

食のイベントは、楽しくおいしく、安全に！ 

 

 

 

 

□次ページのチェックリストを活用し、キャパオーバーによる食中毒発生を予防しましょう。 

トピックス 

２ 
キャパオーバーに要注意！ 
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□ 厚生労働省 いつもより多い注文受注を検討している方へ 
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